
「優越的地位濫用未然防止対策調査室」の設置等について 

令和４年２月１６日 

公 正 取 引 委 員 会 

令和３年１２月２７日，「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円

滑化施策パッケージ」（内閣官房・消費者庁・厚生労働省・経済産業省・国土

交通省・公正取引委員会。以下「転嫁円滑化施策パッケージ」という。）が取

りまとめられたところ，本日，転嫁円滑化施策パッケージに関する取組として，

以下の２つの取組を実施しました。公正取引委員会は，転嫁円滑化施策パッケ

ージに関する他の取組についても，引き続き，着実に実施に移していきます。 

１ 「優越的地位濫用未然防止対策調査室」の設置 

公正取引委員会は，独占禁止法上の優越的地位の濫用に関する執行を強化

するため，新たに「優越的地位濫用未然防止対策調査室」を設置しました。 

「優越的地位濫用未然防止対策調査室」では，転嫁円滑化施策パッケージ

に基づく独占禁止法上の優越的地位の濫用に関する緊急調査，大企業とスタ

ートアップとの取引に関する調査などの取組を進め，優越的地位の濫用の未

然防止をより一層図ってまいります。 

２ 「よくある質問コーナー(独占禁止法)」の更新 

公正取引委員会は，労務費，原材料費，エネルギーコストの上昇を取引価

格に反映しない取引が独占禁止法上の優越的地位の濫用に該当するおそれが

あることを明確化するため，公正取引委員会のウェブサイトに掲載している

「よくある質問コーナー(独占禁止法)」（https://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html）

のＱ＆Ａを追加する更新を行いました（別紙）。 

公正取引委員会は，独占禁止法違反行為の未然防止の観点から，今回追加

したＱ＆Ａの周知徹底を図るとともに，独占禁止法違反行為に対しては厳正

に対処していきます。 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課 

電話 ０３－３５８１－３３７３（直通） 

ホームページ https://www.jftc.go.jp/ 



労務費，原材料費，エネルギーコストの上昇に関する独占禁止法Ｑ＆Ａ 

Ｑ 労務費，原材料費，エネルギーコストが上昇した場合において，その上昇分を

取引価格に反映しないことは，独占禁止法上の優越的地位の濫用として問題と

なりますか。 

Ａ 独占禁止法上，自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用し

て，正常な商習慣に照らして不当に，取引の相手方に不利益となるように取

引の条件を設定すること（第２条第９項第５号ハ）は，優越的地位の濫用と

して禁止されています。 

このため，取引上の地位が相手方に優越している事業者が，取引の相手方

に対し，一方的に，著しく低い対価での取引を要請する場合には，優越的地

位の濫用として問題となるおそれがあり，具体的には， 

１ 労務費，原材料価格，エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格

への反映の必要性について，価格の交渉の場において明示的に協議するこ

となく，従来どおりに取引価格を据え置くこと 

２  労務費，原材料価格，エネルギーコスト等のコストが上昇したため，取

引の相手方が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず，価格転嫁をしな

い理由を書面，電子メール等で取引の相手方に回答することなく，従来ど

おりに取引価格を据え置くこと 

は，優越的地位の濫用として問題となるおそれがあります。 

この判断に当たっては，対価の決定に当たり取引の相手方と十分な協議が

行われたかどうか等の対価の決定方法のほか，他の取引の相手方の対価と比

べて差別的であるかどうか，取引の相手方の仕入価格を下回るものであるか

どうか，通常の購入価格又は販売価格との乖離
か い り

の状況，取引の対象となる商

品又は役務の需給関係等を勘案して総合的に判断することとなります。 

別紙 



パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ 

令和３年 12 月 27 日 

内 閣 官 房 

（新しい資本主義実現本部事務局）

消 費 者 庁 

厚 生 労 働 省 

経 済 産 業 省 

国 土 交 通 省 

公 正 取 引 委 員 会 

（略） 

２．価格転嫁円滑化に向けた法執行の強化 

（略） 

（２）独占禁止法の適用の明確化【公正取引委員会】

下請代金支払遅延等防止法（昭和 31 年法律第 120 号。以下「下請代金法」

という。）の適用対象とならない取引（※）についても、労務費、原材料費、

エネルギーコストの上昇を取引価格に反映しない取引は、私的独占の禁止及

び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」

という。）の「優越的地位の濫用」に該当するおそれがあることを公正取引

委員会は明確化し、周知徹底する。 

（※）資本金要件を満たさない取引（例：資本金２億円の企業と資本金 1,500 万円の企

業の取引）や、売買などの委託以外の取引、自家使用する役務を委託する取引（「事

業者が業として行う提供の目的たる役務の提供」の委託） 

（略） 

９．関係機関の体制強化 

優越的地位の濫用に関する執行を強化するため、公正取引委員会に「優越的

地位濫用未然防止対策調査室」を新たに設置するとともに、体制強化を図る。

【公正取引委員会】

（略） 

参考 


